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処分の概要 移転命令等

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市墓地条例 第13条

例 規 番 号 令和2年条例第42号

【根拠条文】

(改葬又は移転命令）

第13条 市長は、墓地等の管理上又は公営上特に必要があると認めるときは、使用者に対し改

葬又は物件の移転を命ずることができる。

2 前項の場合において、市長は、使用者に対し、移転場所の提供その他必要な補償を行うもの

とする。

【基準】

根拠条文に同じ。
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